
 

 

 

警察では、毎年１月１０日を「１１０番の日」と定め、１１０番通報の適切な利用について、ご理解・

ご協力をいただくよう広く県民のみなさんに呼び掛けています。 

    ミニ広報誌                           令和６年１月号 

       
 

福山東警察署 春日交番 ０ ８ ４ －９ ４ ３ －６ ５ ６ ８  

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

１月１０日は「１１０番の日」です！ 

１１０番は緊急通報専用電話です。 

事件・事故が発生した場合や目撃した場合は、す

ぐに１１０番してください。 

警察官が現場へ向かうために、住所や付近の目標

となる建物など、順にお聞きしますので、落ち着い

て質問に答えてください。 

相談・問合せ等については、各種警察相談電話又

は最寄りの警察署の代表電話を利用してください。 

 

 

 

 

 

警察安全相談電話 

＃９ １ １ ０ 又は０ ８ ４ －９ ２ ７ －０ １ １ ０  
ご協力お願いします！ 

いたずら通報は犯罪です。 

真に必要な事件・事故の１１０番

通報が受理できなくなるなど、業

務の妨害になりますのでいたずら

通報は絶対にしないでください。 

    

 この時期の車両運転で、特に注意が必要なのが凍結積雪路面での運転です。 

 凍結積雪路面でスリップ事故を防ぐためにこれらのことに気をつけましょう。 

   １ 徐行運転をする。 

   ２ 急ブレーキをかけない。（エンジンブレーキを活用してゆっくりと止まりましょう） 

   ３ 急なハンドル操作をしない。 

   ４ スタッドレスタイヤを着装していなかったり、運転に自信のない方は車での外出

を控え、公共交通機関を活用する。 

 広島県内も地区によってはめったに積雪がない地区もあり、スタッドレスタイヤを着装し

なくても大丈夫と感じる方もいますが、是非スタッドレスタイヤを活用しましょう。

                    

 

 

 

 

 


